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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
レーザ光を出射する光源と前記レーザ光を眼底にて２次元的に走査するためのレーザ光走
査手段とを有し，対物レンズを介して被検眼にレーザ光を照射する照射光学系と、該照射
光学系により前記被検眼に照射されたレーザ光の反射光を受光素子により受光して撮影像
を得るための撮影光学系と、を備え、被検眼に対してレーザ光を走査し、その反射光を受
光することにより被検眼を撮影する眼科撮影装置において、
前記照射光学系と前記撮影光学系の共通光路に置かれ前記レーザ光と前記反射光とを分離
させるために同心状に形成された２つの異なる領域を持つ分離部材であって，該２つの異
なる領域として，前記光源から出射される前記レーザ光と被検眼から前記受光素子に向か
う前記反射光に対して一方の光束を透過させる第１領域と他方の光束を反射させる第２領
域とを持つ分離部材と、
前記第２領域と前記受光素子との間に設けられ前記分離部材を介する前記反射光の中心部
分を遮断する遮断領域と前記反射光の周辺部分を通過させる通過領域とを持つ遮断部と、
を有し、
前記分離部材は直角プリズムの斜面同士を接合することによりなる接合プリズムであり、
該接合プリズムにおける前記斜面には前記レーザ光を反射させるための前記第２領域とな
る反射部が光軸を中心として所定領域に形成され、
前記遮断部の遮断領域は前記反射部よりも大きくなるように光軸を中心として所定領域に
形成されていることを特徴とする眼科撮影装置。
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【請求項２】
請求項１の眼科撮影装置において、前記遮断部は前記接合プリズムの受光素子側後面に形
成されていることを特徴とする眼科撮影装置。
【請求項３】
レーザ光を出射する光源と前記レーザ光を眼底にて２次元的に走査するためのレーザ光走
査手段とを有し，対物レンズを介して被検眼にレーザ光を照射する照射光学系と、該照射
光学系により前記被検眼に照射されたレーザ光の反射光を受光素子により受光して撮影像
を得るための撮影光学系と、を備え、被検眼に対してレーザ光を走査し、その反射光を受
光することにより被検眼を撮影する眼科撮影装置において、
前記照射光学系と前記撮影光学系の共通光路に置かれ前記レーザ光と前記反射光とを分離
させるために同心状に形成された２つの異なる領域を持つ分離部材であって，該２つの異
なる領域として，前記光源から出射される前記レーザ光と被検眼から前記受光素子に向か
う前記反射光に対して一方の光束を透過させる第１領域と他方の光束を反射させる第２領
域とを持つ分離部材と、
前記第２領域と前記受光素子との間に設けられ，前記分離部材を介する前記反射光の中心
部分を遮断する遮断領域と前記反射光の周辺部分を通過させる通過領域とを持つ遮断部で
あって，前記遮断領域は前記分離部材における前記レーザ光を透過または反射させる領域
よりも大きな領域とされる遮断部と、
前記共通光路に置かれた前記分離部材よりも被検眼側に，被検眼の視度に対応するための
視度補正部材と、
を有し、
前記分離部材における前記第１領域または第２領域と前記遮断部とを用いて、前記視度補
正部材を介して前記受光素子に向かう略平行光束に含まれるノイズ光を減少させることを
特徴とする眼科撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検眼を撮影して観察を行うための眼科撮影装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、眼科撮影装置としては、眼底に対して２次元的にレーザ光を走査し、その反射を
受光することにより眼底像を得る眼底撮影装置が知られている。このような眼底撮影装置
においては、凹面鏡、及びガルバノミラー等を組み合わせて、レーザ光を眼底上にて２次
元的に走査するものが知られているが、よりコンパクトな設計を行うために凹面鏡に換え
て対物レンズを用いた眼科撮影装置がある（特許文献１　参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－１１４００８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、凹面鏡に換えて対物レンズを用いた場合、対物レンズにて反射するレー
ザ光がノイズ光となって受光素子に受光され、撮影画像に悪影響を及ぼす可能性がある。
このため、受光素子直前の眼底と共役な位置に共焦点絞りを設け、受光素子に向かうノイ
ズ光を極力抑える工夫をしているが、絞りの径が小さいほど、受光素子に受光される光量
が低下するとともに、環境変化に伴う共焦点絞りの相対的な位置ズレが画像形成に大きく
影響を及ぼすこととなる。また反対に、絞りの径を大きくすれば光量の問題や位置ズレに
よる影響を抑えることは可能であるが、ノイズ光が受光素子に入射しやすくなる。
【０００５】
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　上記従来技術の問題点に鑑み、受光素子へのノイズ光の入射を抑制し、好適な撮影画像
を得ることのできる眼科撮影装置を提供することを技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は以下のような構成を備えることを特徴とする。
【０００７】
（１）　レーザ光を出射する光源と前記レーザ光を眼底にて２次元的に走査するためのレ
ーザ光走査手段とを有し，対物レンズを介して被検眼にレーザ光を照射する照射光学系と
、該照射光学系により前記被検眼に照射されたレーザ光の反射光を受光素子により受光し
て撮影像を得るための撮影光学系と、を備え、被検眼に対してレーザ光を走査し、その反
射光を受光することにより被検眼を撮影する眼科撮影装置において、前記照射光学系と前
記撮影光学系の共通光路に置かれ前記レーザ光と前記反射光とを分離させるために同心状
に形成された２つの異なる領域を持つ分離部材であって，該２つの異なる領域として，前
記光源から出射される前記レーザ光と被検眼から前記受光素子に向かう前記反射光に対し
て一方の光束を透過させる第１領域と他方の光束を反射させる第２領域とを持つ分離部材
と、前記第２領域と前記受光素子との間に設けられ前記分離部材を介する前記反射光の中
心部分を遮断する遮断領域と前記反射光の周辺部分を通過させる通過領域とを持つ遮断部
と、を有し、前記分離部材は直角プリズムの斜面同士を接合することによりなる接合プリ
ズムであり、該接合プリズムにおける前記斜面には前記レーザ光を反射させるための前記
第２領域となる反射部が光軸を中心として所定領域に形成され、前記遮断部の遮断領域は
前記反射部よりも大きくなるように光軸を中心として所定領域に形成されていることを特
徴とする。
（２）　（１）の眼科装置において、前記遮断部は前記接合プリズムの受光素子側後面に
形成されていることを特徴とする眼科撮影装置。
（３）　レーザ光を出射する光源と前記レーザ光を眼底にて２次元的に走査するためのレ
ーザ光走査手段とを有し，対物レンズを介して被検眼にレーザ光を照射する照射光学系と
、該照射光学系により前記被検眼に照射されたレーザ光の反射光を受光素子により受光し
て撮影像を得るための撮影光学系と、を備え、被検眼に対してレーザ光を走査し、その反
射光を受光することにより被検眼を撮影する眼科撮影装置において、前記照射光学系と前
記撮影光学系の共通光路に置かれ前記レーザ光と前記反射光とを分離させるために同心状
に形成された２つの異なる領域を持つ分離部材であって，該２つの異なる領域として，前
記光源から出射される前記レーザ光と被検眼から前記受光素子に向かう前記反射光に対し
て一方の光束を透過させる第１領域と他方の光束を反射させる第２領域とを持つ分離部材
と、前記第２領域と前記受光素子との間に設けられ，前記分離部材を介する前記反射光の
中心部分を遮断する遮断領域と前記反射光の周辺部分を通過させる通過領域とを持つ遮断
部であって，前記遮断領域は前記分離部材における前記レーザ光を透過または反射させる
領域よりも大きな領域とされる遮断部と、前記共通光路に置かれた前記分離部材よりも被
検眼側に，被検眼の視度に対応するための視度補正部材と、を有し、前記分離部材におけ
る前記第１領域または第２領域と前記遮断部とを用いて、前記視度補正部材を介して前記
受光素子に向かう略平行光束に含まれるノイズ光を減少させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、受光素子へのノイズ光の入射を抑制し、好適な撮影画像を得ることが
できる。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図１は、本実施形態の眼科撮影装置の光
学系を示す模式図、図２は本実施形態で用いる接合プリズムの構成を示した模式図である
。なお、本実施形態においては、被検眼の奥行き方向をＺ方向（光軸Ｌ１方向）、奥行き
方向に垂直（被検者の顔面と同一平面）な平面上の水平方向成分をＸ方向、鉛直方向成分
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をＹ方向として説明する。
【００１０】
照射光学系は光源１、ダイクロイックミラー２、コリメートレンズ３、接合プリズム４、
視度補正レンズ５、ポリゴンミラー６、ガルバノミラー７、対物レンズ８を含む。光源１
は赤外域（近赤外域も含む）の光コヒーレントな光を発するＳＬＯ光源であり、例えば、
λ＝７８０ｎｍのレーザダイオード光源が用いられる。ダイクロイックミラー２は赤外光
を反射し、可視光を透過させる特性を有する部材であり、光源１から出射されたレーザ光
を反射させ、固視灯となる可視光を発するＬＤ９からの光束を透過させる。接合プリズム
４は、直角プリズム４ａ及び直角プリズム４ｂの斜面同士が接合されてなる部材である。
接合プリズム４は、その中心領域に光源１及びＬＤ９からの光束を被検眼Ｅ側に向けて反
射させる部分となるミラーコーティング部１０ａを有し、被検眼Ｅからの反射光をミラー
コーティング部１０ａの周辺領域にて透過させることにより、照射光束と反射光束を分離
させる。なお、接合プリズム４の構成の詳細は後述する。
【００１１】
　視度補正レンズ５は、図示なきモータ等からなる駆動機構によって光軸方向に移動可能
とされる。ポリゴンミラー６及びガルバノミラー７は被検眼Ｅにおける撮影領域において
レーザ光を走査させる走査部となる。なお、ポリゴンミラー６とガルバノミラー７の反射
面は、対物レンズ８を介して被検眼Ｅの瞳孔と略共役な位置に配置される。
【００１２】
撮影光学系２００は、前述した照射光学系における対物レンズ８から接合プリズム４まで
の光路を共用し、照射光学系の光路と分離された独立の光路上には集光レンズ２０、共焦
点絞りとなるピンホール板２１、受光素子２２が配置されている。集光レンズ２０は被検
眼Ｅの眼底の観察点とピンホール板２１とを共役な位置におく。また、本実施形態の受光
素子２２には、ＡＰＤ（アバランシェフォトダイオード）を用いている。
【００１３】
　図２に示すように、接合プリズム４の後側部材となる直角プリズム４ｂの斜面１０には
、光源１から出射されたレーザ光、及びＬＤ９からの固視用光束を反射させるためのミラ
ーコーティング部１０ａが光軸Ｌ１を中心として所定領域に形成されている。なお、直角
プリズム４ｂの斜面の傾斜は４５度であるため、ミラーコーティング部１０は光軸Ｌ１方
向からみて略円形状とみなせるように、斜面上に楕円形状にて形成されている。また、本
実施形態におけるミラーコーティングは直角プリズム４ｂの斜面１０に金を蒸着させるこ
とにより形成するものとしているが、これに限るものではなく、銀等の全反射ミラーとし
て使用可能な鏡面形成材料であればよい。なお、ミラーコーティング部１０ａは、光源１
から出射されるレーザ光の光束径より若干広くなるように形成される。また、斜面１０に
おいてミラーコーティング部１０ａと同心であって、その外側の領域（周辺領域）は、被
検眼Ｅからの反射光（撮影用光束）を透過させる役目を持つ。
【００１４】
　また、直角プリズム４ｂの後面１１（受光素子側面）には、受光素子２２に向かうノイ
ズ光を遮断するための遮断領域１１ａが光軸Ｌ１を中心として所定領域に円形状に形成さ
れており遮断部としての役目を持つ。このようなノイズ光は、主として被検眼Ｅに向けて
照射される光束が対物レンズや被検眼Ｅの角膜にて反射することにより発生する反射光で
ある。本実施形態では遮断領域１１ａを形成する材料としてＣｒ（クロム）を用い、後面
１１に蒸着することにより形成するものとしているが、これに限るものではなく、入射す
る光束の通過を遮断可能な材料であればよい。
【００１５】
遮断領域１１ａは、ミラーコーティング部１０ａにて遮断しきれないノイズ光をカットさ
せる必要があるため、ミラーコーティング部１０ａよりも広い（大きな）領域を持つ。主
として対物レンズ８の前面または後面により発生するノイズ光を遮断するために必要な領
域の大きさは、遮断領域を形成する位置におけるノイズ光の通過領域に基づいて決定され
る。このようなノイズ光の通過領域は、対物レンズ８（前面または後面）と遮断領域まで
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の距離、対物レンズ８と遮断領域との間に位置する光学部材（本実施形態では視度補正レ
ンズ）のパワー、対物レンズ８に対するレーザ光の最大入射角、対物レンズ８上における
レーザ光のビーム径、等の条件により決定される。このような条件により、主として対物
レンズにて発生するノイズ光を遮断するのに必要な遮断領域１１ａの大きさが決定される
が、眼底と共役とされるピンホール板２１によってもノイズ光をカットすることができる
ため、ピンホール板２１の開口径を考慮することにより、上述した遮断領域１１ａの大き
さを小さくさせることもできる。開口径が小さすぎると受光素子２２に入射する光量が不
足しやすい。また、環境変化（例えば、温度変化等）や経時的な変化によって、ピンホー
ル板２１における相対的な共焦点のズレが画像形成に大きな影響を及ぼすこととなる。ま
た、ピンホールの開口径が大きすぎると共焦点効果が薄れ、受光素子２２へのノイズ光の
入射を許してしまう。したがって、ピンホール板２１の開口径は、照射光学系によるレー
ザ光の眼底スポット径に相当する開口径、または眼底スポット径よりも大きな径であるこ
とが好ましい。本実施形態では、ピンホール板の開口による共焦点効果を保ちつつ、環境
変化や経時的変化によって生じる程度の僅かな共焦点ズレを吸収できる程度の開口の大き
さをピンホール板に形成するものとし、この形成した開口径の大きさによって新たに生じ
るノイズ光の受光素子への入射を抑制するために、遮断領域を形成するものである。
【００１６】
　図３は本実施形態における眼底撮影装置の制御系を示したブロック図である。３０は装
置全体の制御を行う制御部である。制御部３０には光源１、ポリゴンミラー６、ガルバノ
ミラー７、ＬＤ（レーザダイオード）９、受光素子２２、視度補正レンズ５を駆動させる
ための駆動機構３１、コントロール部３２、画像処理部３３、モニタ３４、記憶部３５等
が接続される。コントロール部３２は、視度補正のために被検眼の屈折力値を入力するた
めのスイッチやレーザ光の出力調整等の各種操作スイッチが設けられている。また、画像
処理部３３は受光部２２にて受光した信号を基にモニタ３４に被検眼眼底の画像を形成す
る表示制御を行う。記憶部３５には種々の設定情報や撮影画像が保存される。
【００１７】
　以上のような構成を有する眼底撮影装置において、その動作について説明する。
【００１８】
　検者は予め被検眼の屈折力を眼屈折力測定装置等にて測定しておき、得られた被検眼の
屈折力値やレーザ光の出力条件等をコントロール部３２を用いて入力する。制御部３０は
入力された屈折力データを記憶部３５に記憶させるとともに、駆動機構３１を用いて視度
補正レンズ５を光軸Ｌ１方向に移動させて視度補正を行う。視度補正が行われた状態にて
、検者は、図示なき前眼部観察用カメラで撮影されモニタ３４に表示された被検眼Ｅの前
眼部像を見ながら瞳孔中心に測定光軸がくるようにアライメントするとともに、被検者に
ＬＤ９の点灯による固視灯を注視させ、検者の所望する測定部位に誘導する。なお、ＬＤ
９の点灯は、ポリゴンミラー６及びガルバノミラー７による走査駆動に同期しており、予
め設定した固視位置となる走査位置に対応して間欠的に点灯するように制御部３０によっ
て点灯制御されている。
【００１９】
　制御部３０は光源１から赤外光のレーザ光を出射させる。光源１から出射したレーザ光
は、ダイクロイックミラー２により反射した後、コリメートレンズ３により平行光束とさ
れ、接合プリズムへと向かう。レーザ光は接合プリズム４のミラーコーティング部１０ａ
にて反射され、視度補正レンズ５を介してポリゴンミラー６に向かう。ポリゴンミラー６
は一定の速度で回転しており、レーザー光はポリゴンミラー６にて反射され、水平方向に
走査される。ポリゴンミラー６にて走査されたレーザ光は、ガルバノミラー７の駆動によ
り、さらに垂直方向（上から下）に走査される。ガルバノミラー７にて反射したレーザ光
は、一旦集光した後、対物レンズ８を介して被検眼眼底に集光するとともに眼底上を２次
元的に走査する。
【００２０】
　眼底に集光したレーザ光の反射光は、対物レンズ８から視度補正レンズ５までを逆に辿
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り、照射したレーザ光よりも十分に大きな径を持つ平行光束として接合プリズム４に入射
することとなる。接合プリズム４に入射した反射光は、ミラーコーティング部１０ａ、及
び遮断領域１１ａにて反射光の中心部分がカットされ、反射光の周辺部分が接合プリズム
４の外側領域を透過することにより、レーザ光と分離され独立した受光光路に導光される
。接合プリズム４を透過した反射光は、集光レンズ２０により、ピンホール板２１のピン
ホール（開口）にて集光し、受光素子２２に受光される。なお、光源１から出射されたレ
ーザ光における対物レンズ８での反射光（受光素子に向かうノイズ光）や角膜での反射に
よるノイズ光の大部分は、接合プリズム４の位置において、反射光の中心部分に集まって
いるため、ミラーコーティング１０ａ、遮断領域１１ａにより効率よく取り除かれること
となる。また、ミラーコーティング１０ａ、遮断領域１１ａにて取りきれなかったノイズ
光は、ピンホール板２１によりカットされることとなる。画像処理部３３は、得られた受
光素子２２からの受光信号を逐次並べることにより、モニタ３４に解像度の高い眼底像を
表示する。
【００２１】
　図４（ａ）、（ｂ）は、第２及び第３の実施形態を示す光学系の模式図である。図１で
示した部材と同機能を有する部材には同符号を付し、説明を省略する。図４（ａ）に示す
光学系では、接合プリズムに遮断領域を形成させず、別部材として図１の遮断領域１１ａ
と同機能を有する遮断領域４０ａが形成された透明板４０を用意し、これを接合プリズム
４と集光レンズ２０の間の光路に配置するものとしている。このような構成よれば、遮断
領域の形成位置を比較的自由に設定することができ、光学系全体の設計を効率よく行うこ
とができる。
【００２２】
また、図４（ｂ）は、光源１から出射されたレーザ光を透過させ、被検眼からの反射光を
反射させることにより両光束を分離させる光学系に対して本件発明を適用した例を示すも
のである。共通光路から受光光学系の光路を分離させるためにホールミラー５０を照射光
学系の光路上に配置する。また、ホールミラー５０の反射方向に形成される光学系の光路
には、図１の遮断領域１１ａと同機能を有する遮断領域５１ａが形成された透明板５１、
集光レンズ２０、ピンホール板２１、受光素子２２が配置される。なお、ホールミラー５
０の開口は、他の光学部材により角膜と略共役な位置関係とされている。光源１から出射
されたレーザ光は、ホールミラー５０の中心開口を介して視度補正レンズ５へと向かう。
一方、被検眼の眼底に照射されたレーザ光の反射光は、ホールミラー５０により反射され
、反射方向に置かれた、集光レンズ２０を介してピンホール板２１のピンホールにて集光
し、受光素子２２に受光される。なお、図４（ａ）、（ｂ）ともに透明板上に遮断領域を
形成するものとしているが、これに限るものではなく、透明板に換えて中央領域が遮蔽さ
れ、その周辺領域にリング開口が形成された部材を用いることもできる。
【００２３】
　以上の実施形態では、眼底撮影装置を例に挙げ、説明したが、これに限るものではなく
、前眼部の撮影等の被検眼を撮影する眼科撮影装置にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本実施形態における眼科撮影装置の光学系を示した図である。
【図２】本実施形態における接合プリズムの構成を示した図である。
【図３】本実施形態における眼科撮影装置の制御系を示したブロック図である。
【図４】別の実施形態における光学系の一部を示した図である。
【符号の説明】
【００２５】
　１　光源
　４　接合プリズム
　５　視度補正レンズ
　６　ポリゴンミラー
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　７　ガルバノミラー
　８　対物レンズ
　１０ａ　ミラーコーティング部
　１１ａ　遮断領域
　２０　集光レンズ
　２１　ピンホール板
　２２　受光素子

【図１】 【図２】

【図３】
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